
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜秋津事務所＞ 

秋津町４－39－71  

 

 
＜青葉事務所＞ 

青葉町 2－28－6  

 

 

ハンセン病家族訴訟弁護団代

表の徳田靖之弁護士の講演会

に参加しました。（２０２０．１．１７） 

ご家族の声は、私の想像を超

える苦しみ・怒りの声の連続

です。 

ハンセン病を発症した患者が

身内に居るとわかると――― 

結婚話の破談 

赤ちゃんの堕胎 

離婚 

いじめ 等 

今もなお続く差別。家族や身

内の事を隠し続けている方も

います。 

周囲から隠し・隠れて生きて

いく事とは… 

「お前のせいで！」「死んでし

まえ！」国の誤った政策は、家

族を憎しみによって分断させ

る社会も作り出しました。 

 

「救う」という言葉の裏には

「救われる人」がいて、正しい

事をしていると思い込ませて

しまう。実は、ここにも差別の

芽が有るとのお話に、ハッと

しました。 

互いに学び合い支え合う事が

大切だと考えさせられます。 

活動報告・今後の日程 

１２月～市内介護事業者訪問 

共産党市議団で、現場の声を伺

っています。利用者も事業者も

厳しくなる介護現場の実態が

見えてきました。 

 

 

 

 

 

 

１月１３日 成人の日のつどい 

 

 

 

 

 

 

誰もが希望と夢を持てる社会

へ。新成人のみなさん、一緒に

実現していきましょう。共産党

のジェンダーパンフレットを

配布しました。 

 

３月議会が始まります 

★来年度予算が審議されます。 

２月２１日市議会初日 

  ２７日代表質問 

  ２８日 

３月 ２日  一般質問 

   ３日 

   ５・６・９・１０・11日 

     委員会 

  １３・１６・１７・１８日 

     予算特別委員会 

  ２６日市議会最終日 

★議会傍聴や、インターネット

中継もご利用ください。 

これまで様々な検討が重ねら

れてきたごみ焼却炉新施設に

ついて、市の方針が出されま

した。 

秋水園の新建設地決定に対

し、不安と不満を抱えている

市民の声も聞こえてきます。 

私は、武蔵野市や京都府木津

川の視察の際、「いかに市民と

行政の信頼関係を築きながら 

検討してきたか」という大き 

な学びがありました。 

これまでの市民と行政のゴミ

削減努力は大きな成果であ

り、今後も企業と共にごみの

発生を抑える事が重要です。 

疑問や不安を一つずつ取り除

きながら、市民と行政が共に

進めていく事が、今の大きな

課題ではないかと考えます。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山民報 ２０２０年２月号外  

山田たか子 活動紹介です。 

◇東村山民報社◇ 小松恭子 東村山市美住町１－２－５ 

２０１９年３月の市議会で採択された 

「秋津駅構内の南北通行券等の検討を求め

る陳情」は、秋津駅の北側に住む高齢の方達

が市議会に求めた要望の声です。 

 

買い物や金融機関・通院等、日々のくらしの

中で秋津駅の南側へ行く際、高齢化にともな

い踏切まで回って歩く事が困難な方が増えて

います。その為、仕方なく駅の入場券１５０

円（往復３００円）を購入して駅を通路とし

て利用している方もいる状況です。 

 

 

私は、この陳情採択後の市の対応を議会で質

問しました。 

市は「福祉」の視点で検討を進めていますが、

鉄道会社とは、まだ具体的な協議の進展はな

く、意見交換を行った段階との事です。 

南北通行問題は、高齢者の暮らしにとって切

実な問題であり、今すぐにでも対応策を取っ

て欲しいという声があがっています。 

 

ひとに優しいまちづくりを目指したい―― 

なかなか進まないもどかしさを感じながら、

同じように課題を抱えている、隣の清瀬市と

所沢市の共産党議員と連携して、今後の対応

を検討していきます。 

１月１４日から５日間、日本共産党第２８回

大会が開かれ、３党２会派の野党代表からの

熱い応援メッセージで始まりました。１６年

ぶりに党綱領の見直しも行われた大会。私た

ちが目指す未来社会は、中国や旧ソ連とは違

います。どの国もまだ実現した事のない、希

望に満ちた社会です。 

東村山市を被告とする裁判。 

憩いの家は市内４ヶ所にある、市内在住の高

齢の方々が集える場所です。運営業務は社会

福祉協議会から、2012年以降は㈱大成に

委託されました。（現在、市の直営で運営さ

れています。） 

毎年増額する委託料。一方で利用者からは、

入浴回数の削減など、サービス低下の訴えが

出ていました。高齢者が集まる施設で、防火

管理者の設置や避難訓練が行われていなかっ

た事も判明。行うべき業務を行われず、市は

契約通りの支払いを続けており、市のチェッ

ク自体にも疑いがあります。 

私たちの税金の使われ方を 

一緒に見届けていきませんか？ 

裁判の傍聴ができます。 

お気軽にお声掛けください。 

✤ツイッター           ✤フェイスブック  

 


